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１．件名 
消防用設備等の保守点検 

 
２．目的 

本件は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業
の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構という。）福島廃
炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター（以下、楢葉センターという。）に設置されている
消防用設備等について、消防法に基づいた保守点検及び非常用照明等の動作確認を実施する。 

 
３．実施場所 
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸 1-22 
日本原子力研究開発機構 楢葉遠隔技術開発センター 
研究管理棟・試験棟（付属建家含む）・守衛棟・倉庫（１，２）・車庫・共同溝内 

 
４．納期 
令和 9 年 3月 5日（金） 

 
５．作業内容 
５．１ 対象設備 

本点検作業の対象設備について、「消火設備」を別添 1、別添 2 に、「警報設備」を別添 3、
別添 4 に、「誘導灯及び誘導標識」を別添 5に示す。 

 
５．２ 作業範囲及び項目 
（1）消防用設備等の保守点検作業：一式 
（2）消耗品の購入及び交換   ：一式 
（3）報告書等の作成      ：一式 

 
５．３ 点検頻度及び時期 

設備の点検頻度は、消防法関係法令の回数及び時期に基づき実施する。ただし、点検日時
等については、別途打合せにより決定する。 
（1）機器点検：2 回／年（1回目は総合点検と併せて実施） 

令和 8 年 8月中旬及び令和 9年 2 月中旬を想定 
（2）総合点検：1 回／年 

令和 8 年 8月中旬を想定 
 
５．４ 消防用設備等の点検 
５．４．１ 機器点検 
（1）消防用設備等について、適正な配置、損傷等の有無、消防用設備等の種類等に応じ、

消防庁告示第 14 号に定める基準に従い確認する。 



 

 
 

（2）消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項につい
て消防用設備等に応じて、消防庁告示第 14 号に定める基準に従い確認する。 

５．４．２ 総合点検 
当該消防用設備等の種類に応じ、当該消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、又は

当該消防用設備等を使用することにより、消防用設備等の総合的な機能について、消防庁
告示第 14 号に定める基準に従い確認する。 

 
 ５．５ 消耗品の購入及び交換 

下記の消耗品を購入し、点検と合わせて交換する。交換した消火器（リサイクルシール貼
付済）及び消火栓ホースは受注者側にて関係法等に従い適切に処分すること。 
（１） 消火栓用ホース（相当品不可） 

仕様 
簡易操作性１号消火栓保形ホース（保形ホース）18 本 
使用圧 1.6Mpa 30×30ｍ 
届出番号 H0445CC01A   
 
公共建設工事型屋外消火栓ホース（平ホース）２本 1組 × 5 組 10 本 
使用圧 0.9Mpa 65×20ｍ 
届出番号 H0422FC01A   
 

（２） 消火器（相当品可） 
仕様 
モリタ宮田工業株式会社 

WS3 水(潤滑剤入り)消火器（蓄圧式）1本（リサイクルシール 1 枚） 
 
日本ドライケミカル株式会社 

PAN-10AWE(Ⅱ)  粉末(ABC)消火器（蓄圧式）９本（リサイクルシール 9枚） 
 

５．６ 報告書等の作成 
「8.提出図書」に記載の提出図書を作成し提出すること。また、消防機関へ提出する点検結 

果報告書は消防庁告示で定めた最新の様式にて作成すること。 
 
５．７ 不良箇所の措置 
（1）点検作業で発見された不具合箇所について、無償の範囲での修理が可能な場合は、その

場で処置を施すこと。不具合箇所の調査は本契約に含むものとする。また、修理の範囲
が有償となる場合には、その旨を機構担当者に連絡すること。（その際は、別途契約によ
り修理対応を行う。） 

（2）点検に起因する故障等が発生した場合は、機構担当者へ連絡し、修理対応等を速やかに
実施すること。 



 

 
 

 
６．作業に必要な資格等 
（1）点検作業に応じた消防設備士（甲種第 1～4類又は乙類第 1類～4 類、6類、7 類）又は消

防設備点検資格者（第 1 種又は第 2 種）の有資格者で、実務経験を有しているものを従事
させること。その際、免状の写し及び実務経験の資料を提出し、機構の確認を得ること。 

（2）電気工事などの有資格者による作業が必要な場合には、当該有資格者の従事させること。
その際、当該有資格者の免状の写し等を提出して機構の確認を得ること。 

 
７．支給品及び貸与品 
７．１ 支給品 
（1）本作業に必要な電力及び水については無償にて支給する。ただし、節電節水に努めると

ともに使用については機構の承諾を得ること。 
（2）その他、協議の上、機構が必要と認めたもの。 

 
７．２ 貸与品 
なし 

 
８．提出図書 

No. 図書名 提出時期 部数 備考 
1 作業工程表 契約締結後速やかに 1 部  
２ 総括責任者届 契約締結後速やかに 1 部  

2 
作業計画書 

作業開始 1 ヵ月前まで 1 部 
機構指定様
式 

3 
安全衛生チェックリスト 

〃 1 部 
機構指定様
式 

4 作業要領書(手順書含む) 〃 1 部  
5 作業安全組織図 〃 1 部  

6 
作業安全組織・責任者届 

〃 1 部 
現場責任者
等 認定証
写し含む 

7 作業員名簿 〃 1 部  

8 
リスクアセスメントシート 
(化学物質リスクアセスメン
トシート※1) 

〃 1 部 
機構指定様
式 

9 緊急時連絡体制表 〃 1 部  
10 点検資格証明書 〃 1 部  

11 
委任又は下請負届（実施体
制図含む） 
※機構指定様式 

〃 1 部 
委任又は下
請負がある
場合のみ 



 

 
 

12 KY・TBM シート 作業日毎 1 部  
13 点検報告書※2 作業終了後速やかに 1 部  

14 
消防用設備等（特殊消防用
設備等）点検結果報告書 

8 月、2月各々 
作業終了後 1週間を目途に 

２部 
消防法で定め
る様式 

15 打合せ議事録 
打合せを実施した場合には

実施後速やかに 
1 部 

 

16 
その他、機構が必要とする図書類 
消火器の SDSシート、交換品の取扱説明書等 

必要 
部数 

 

※１作業において化学物質等を取り扱う必要がある場合のみ、化学物質等の取扱いを開始す
る前に実施（作成）すること。 
※2点検報告書については、「消防用設備等（特殊消防用設備等）点検報告書」とは別で作業
の記録・実施状況を写真入りで作成し、機構に提出すること。 

（提出場所） 
日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所  

楢葉遠隔技術開発センター 技術実装推進課 
 
９．検収条件 
「５．2 作業範囲及び項目」の作業終了、「８．提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書

に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 
 
１０．適用法規及び規定 
（1）労働安全衛生法 
（2）労働安全衛生法施行令 
（3）労働安全衛生法規則 
（4）消防法 
（5）消防法施行令 
（6）消防法施行規則 
（7）消防庁 関係告示等 
（8）建築基準法 
（9）建築基準法施行令 
（10）福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則 
（11）福島廃炉安全工学研究所事故対策規則 
（12）福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について 
（13）楢葉遠隔技術開発センター電気工作物保安規程、細則、基準 
（14）楢葉遠隔技術開発センター防火管理規則 
（15）楢葉遠隔技術開発センター消防計画 
（16）その他 楢葉遠隔技術開発センター 関連規則等 

 



 

 
 

１１．総括責任者 
受注者は本業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者（以下、総括責

任者と称す）及びその代理人を選任して、次の任務を当たらせるものとする。 
（1）受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 
（2）本業務履行に関する機構との連絡及び調整 
（3）受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約作業の処理に関する事項 

 
１２．検査員及び監督員 
検査員 
（1）一般検査 管財担当課長 
監督員 
（1）消防用設備等点検 楢葉遠隔技術開発センター長 
 

１３．グリーン購入法の推進 
（1）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用するものとす
る。 

（2）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める
「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 
１４．協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項に疑義が生じた場合は、機構
と協議の上、その決定に従うこと。なお、決定事項は議事録等にて記録し、相互に確認及び保
管管理するものとする。 

 
１５．安全管理 
（1）作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 
（2）受注者は、作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行った後に着手する 

こと。 
（3）作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 
（4）受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物

については転倒防止対策を施すこと。 
 
１６．緊急時の措置 
（1）災害及び事故等が発生した場合は、人命を最優先するとともに二次災害の防止に努め、緊

急時連絡体制表により、関係箇所に連絡すること。また、速やかに経緯等（発生日時、発
生場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等）を機構に報告すること。 

（2）火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める事故対策規則等により対応すること。 
 



 

 
 

１７．特記事項 
（1）受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を

社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し作業を遂行
しうる能力を有するものを従事させること。 

（2）受注者は作業を実施することにより取得した当該作業に関する各データ、技術情報、成果
その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は第
三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面に
より機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

（3）受注者は異常事態及び緊急事態等が発生した場合には機構の指示に従い行動するものと 
する。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその
原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受け
ること。 

（4）現場責任者（現場で指揮・監督を行う者）及び現場分任責任者に選任される者は、予め機
構が開催する「作業責任者等認定教育（個別教育）」を受講すること。受講して認定を受け
ていないと機構は責任者と認めず作業も開始できない恐れもあるため、必ず受講しなくて
はならない。教育の詳細については、請求元担当者に問い合わせること。 

（5）機構が受注者に対して本補助金事業の適正な遂行のために必要な調査協力を求めた場合に
は、その要求に応じること。 

(6)「受注者は、作業着手前及び下請業者が変わる都度、機構が開催する安全に係る説明会に、
下請業者の全責任者とともに参加すること」 

  



 

 
 

 
別添 1 

【消火器具点検】 
(１) 消火器 

設置場所 
消火器 
(10 型) 

消火器 
(WS3 型) 

研
究
管
理
棟 

1F 6 1 
2F 5 － 
3F 4 － 
4F 5 － 

守衛棟 1 － 

試
験
棟
等 

試験室 12 － 
点検歩廊 4 － 
西側階段 － － 
付属棟 1F 4 － 
付属棟 2F 3 － 

ガードマンボックス 1 － 

倉
庫
１ 

1F 5 － 

2F 2 － 

倉庫 2 1 － 
車庫 1 － 

共同溝 
北 4 － 
東 5 － 

合 計 63 １ 

 
(２) 危険物取扱所及び危険物貯蔵所等の消火器 

設置場所 施設種別 
消火器 
(10 型) 

消火器 
(20 型) 

消火器 
(50 型) 

発電スペース 
一般取扱所 － 1 1 

地下タンク貯蔵所 2 － － 
LP ガス供給設備 － 1 － 

受電設備 1 － － 
合 計 3 2 1 

 
  



 

 
 

 
別添２ 

【屋内・屋外消火栓設備点検】 
(１) 屋内・屋外消火栓※1 

設置場所 屋内消火栓 屋外消火栓 

研
究
管
理
棟 

1F 2 － 
2F 2 － 
3F 2 － 
4F 2 － 

守衛棟 － － 

試
験
棟 

試験室 8 5 
点検歩廊 － － 
西側階段 － － 
付属棟 1F 1 － 
付属棟 2F 1 － 

ガードマンボックス － － 
合 計 18 5 

※1 屋内・屋外消火栓には、「消火栓箱」「起動スイッチ」「表示灯」「警報装置」が含まれ
る。 

 
（２）加圧送水装置※2 

設置場所 
加圧送水装置 
（消火ポンプ） 

操作盤 呼水装置 

研究管理棟（機械室） 1 1 1 
試験棟（機械室） 1 1 1 

合 計 2 2 2 

※2 点検は配線点検、放水試験も含むこと。 
  



 

 
 

別添３    
 
【自動火災報知設備点検】※3 

(１) 受信機等 

設置場所 主受信機 P 型 1 級 

守衛棟 1 

計 1 

 
(２) 発信機等 

設置場所 発信機 表示灯 
消火栓 
起動装置 

地区音響装置 
（電鈴） 

研
究
管
理
棟 

1F 2 2 2 2 
2F 2 2 2 2 
3F 2 2 2 2 
4F 2 2 2 2 

屋上階 － － － 1 
守衛棟 1 1 1 1  

試
験
棟 

試験室 8 8 8 8 
付属棟 1F 1 1 1 1 
付属棟 2F 1 1 1 1 
屋外 5 5 5 － 

倉
庫
１ 

1F 1 1 1 1 

2F 1 1 1 1 

倉庫 2 1 1 1 1 
車庫 1 1 1 1 

合 計 28 28 28 24 

  



 

 
 

別添４ 
 
(３) 感知器等 

設置場所 
差動式 

スポット型 
感知器 

熱アナログ式 
スポット型 
感知器 

光電アナログ式感知器 赤外線式 
スポット型 
感知器 

煙式 
スポット型 

煙式 
分離型 

研
究
管
理
棟 

1F １ ２ 23 － － 
2F 1 1 26 － － 
3F 1 2 20 － － 
4F 1 2 19 － － 

屋上階 － － 3 － － 

守衛棟 － 2 3 － － 

試
験
棟 

試験室 － － 1 － 57 
試験室 
階段等 

－ － 4 － － 

付属棟 
1F 

－ － 15 － － 

付属棟 
2F 

－ 5 13 － － 

屋外 － － － － － 

倉
庫
１ 

1F － － － 13 － 

2F － － － 12 － 

倉庫 2 3 － － － － 
車庫 6 － － － － 

合 計 13 14 127 25 57 

※3 自動火災報知設備には、設備に使用する電源(常用、非常用及び非常用の通話機(親機、子
機)も含まれる。なお、点検は配線点検も含む。 

 
  



 

 
 

別添５ 
【誘導灯及び誘導標識点検】※4 

（）内は、屋外階段 
【非常照明器具点検】※4 

設置場所 非常灯 

研
究
管
理
棟 

1F 18 
2F 17 
3F 17 
4F 18 

守衛棟 1 

試
験
棟 

試験室 62 
試験室階段等 － 
付属棟 1F 12 
付属棟 2F 9 

合 計 154 

※4 点検には配線点検も含む。 

設置場所 
階段通路 
誘導灯 

避難口 
誘導灯 

通路 
誘導灯 

避難口 
誘導標識 

通路 
誘導標識 

研
究
管
理
棟 

1F 5(3) － － 6 3 
2F 5(3) － － 4 3 
3F 5(3) － － 7 2 
4F 3(1) － － 5 2 

守衛棟 －  － － － 

試
験
棟 

試験室 － 9 3 － － 
試験室階段等 11 1 － － － 
付属棟 1F 5 － － － － 
付属棟 2F １ 1 1 － － 

倉庫 1 － － － 2 2 
車庫  － － － 2 － 
合 計 35(10) 11 4 26 12 


